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（注） 不登校の定義は、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、 「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童
生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」 

小学校 ：  30,448人（213人に１人） 
中学校 ：  103,235人（ 33人に１人） 

高等学校：  48,565人（ 68人に１人）               

（人） 

中学校 

平成28年度：182,248人（前年度175,554人） 

（京都府教育委員会調べ） 

（学年） 

１ 

不登校児童生徒数の推移 
▶小中学校では、平成24年度から６年連続で増加しており、高校の不登校生徒数は  
  平成29年度に大幅に減少した。 
▶平成29年度の公立の京都府内（京都市含む）の小学校においては634人（0.51%)、 
  中学校では1,885人(3.21%)、高等学校(国公私立含む)では866人(1.21%)となって 
  いる。 
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学年別不登校児童生徒数・長期欠席者数 

▶小６年生から中学１年生への１年間で不登校児童生徒数は倍増しており、いわゆ 
  る「中１ギャップ」が顕著に見られる。 
▶様々な取組の結果相当数の不登校が解消するも、新たな不登校の増加が全体の   
   不登校数の増加につながっている。 
▶一旦不登校状態となれば、半数程度が90日以上の長期欠席となっている。 
 

  不登校児童生徒数 
内90日以上の欠席
数 

割合 

小学校 634 259 40.9% 
中学校 1,885  1,179  62.5% 

（人） 

京都府：公立(京都市含む） 

２ （京都府教育委員会調べ） 
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平成29年度調査における不登校の要因 

▶小学校では「家庭に係る状況」が最も多く、中学校でも相当数ある。次いで「学校に
係る状況」の“友人関係をめぐる問題”や“学業の不振”が多い。 
 
▶要因は複数が絡んでいることが多く、ケースによって多様化・複雑化している。 

（京都府教育委員会調べ） 

３ 

  

学校に係る状況 

家庭に係る
状況 

左記に該当
なし いじめ 

友人関係を
めぐる問題 

教職員との
関係をめぐ
る問題 

学業の不振 
進路に係る
不安 

クラブ活動・
部活動等へ
の不適応 

学校のきま
り等をめぐる
問題 

入学・転編
入学・進級
時の不適応 

小学校 
14 177 59 109 13 2 14 36 333 81 

2.2% 27.9% 9.3% 17.2% 2.1% 0.3% 2.2% 5.7% 52.5% 12.8% 

中学校 
33 429 60 324 55 76 64 117 447 676 

1.8% 22.8% 3.2% 17.2% 2.9% 4.0% 3.4% 6.2% 23.7% 35.9% 



京都府における不登校支援策 

４ 

府教育委員会

○ スクールカウンセラー
・児童生徒、保護者へのカウンセリング

・不登校対応のアセスメント

小学校３７校、全中学校・高等学校に配置

○ まなび・生活アドバイザー
・関係機関連携等のコーディネート

・不登校対応のアセスメント

小学校28校、中学校40校、高等学校５校に配置

○ 心の居場所サポーター
・教室には入りにくい児童生徒の別室対応

・不登校の未然防止

小学校16校、中学校22校に配置

市町村（組合）教育委員会

連携

○ 教育支援センター
・府内16市町が設置

学校

○ 不登校対策会議
・校長、教頭、担任、教育相談部

・スクールカウンセラー、まなび・生活アドバイザー等

の専門家

児童・生徒

家庭・保護者

・カウンセリング

・放課後や別室（保健室等）への登校

・訪問指導

・登校渋り

・教室に入りづらい ・不登校

専門家等

の配置

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
子育て支援

府総合教育センター

◆子育てや家庭教育の悩み

◆友人関係や不登校、いじめ等、様々な悩みへの

相談対応

・来所相談、巡回相談

・電話相談、メール相談 ⇒ 24時間対応

民間施設
府認定フリー

スクール

府内６施設を認定

連携いじめ対策・不登校支援等推進事業
トータルアドバイスセンター事業

・子育て、不登校等の悩み

相談・支援



学校内外の機関等で相談・指導等を 
受けた児童生徒数 

▶スクールカウンセラー等による専門的な相談を受けた児童生徒は、全体の２～３割程度 
▶学校内外での相談・指導を受けていない不登校児童生徒は全体の３割程度 

５ 
（京都府教育委員会調べ） 

小学校
不登校児童
生徒数にお
ける割合

中学校
不登校児童
生徒数にお
ける割合

高等学校
不登校児童
生徒数にお
ける割合

①教育支援センター 70 11.0% 270 14.3% 0 0.0%
②教育委員会及び教育支援センター等教育委員会所管の機関（①
を除く） 68 10.7% 139 7.4% 8 1.9%

③児童相談所・福祉事務所 70 11.0% 185 9.8% 7 1.6%

④保健所、精神保健福祉センター 1 0.2% 3 0.2% 2 0.5%

⑤病院、診療所 64 10.1% 226 12.0% 82 19.3%

⑥民間団体、民間施設 31 4.9% 67 3.6% 0 0.0%

⑦上記以外の機関 21 3.3% 43 2.3% 4 0.9%

上記①～⑦の機関等で相談・指導を受けた者の実人数 242 38.2% 712 37.8% 98 23.1%

⑧養護教諭による専門的な指導を受けた人数 137 21.6% 173 9.2% 84 19.8%

⑨スクールカウンセラー等による専門的な相談を受けた人数 184 29.0% 449 23.8% 79 18.6%

上記⑧⑨による相談・指導を受けていない人数 354 55.8% 1,341 71.1% 281 66.1%

149 23.5% 671 35.6% 157 36.9%

学
校
内

上記①～⑦、⑧、⑨による相談・指導等を受けていない人数

学
校
外



スクールカウンセラー等の配置状況 

▶配置校の増加や、未配置校への巡回派遣及びその回数の増加（㉙年度3回/年 
  →㉚年度4回/年）など、年々充実を図っている。 
▶専門家としてスクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザーの配置の増加、 
  別室対応等の充実として心の居場所サポーターの増加が課題である。 

＊スクールカウンセラーは臨床心理士の有資格者 
＊まなび・生活アドバイザーは社会福祉士、精神保健福祉士及び元教員 
＊心の居場所サポーターは心理臨床を学ぶ大学院生等 

６ 

 
 

     ２８年度 ２９年度 ３０年度  

ス
ク
ー
ル 

 
 

 
 

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー 

小学校 
配置校 ２７ ２７ ３７ 
割合 12.7% 12.7% 17.9% 

中学校 
配置校 ９７ ９６ ９７ 
割合 100.0% 100.0% 100.0% 

高等学校 
配置校 ４７ ４７ ４７ 
割合 100.0% 100.0% 100.0% 

ま
な
び
・生
活 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

小学校 
配置校 ２８ ２８ ２８ 
割合 13.2% 13.2% 13.5% 

中学校 
配置校 ２９ ３７ ４０ 
割合 29.9% 38.5% 41.2% 

高等学校 
配置校 ３ ５ ５ 
割合 6.3% 10.6% 10.6% 

心
の
居
場
所 

サ
ポ
ー
タ
ー 

小学校 
配置校 １６ １６ １６ 
割合 7.5% 7.5% 7.7% 

中学校 
配置校 ２２ ２２ ２２ 
割合 22.7% 22.9% 22.7% 



義務教育の段階における普通教育に相当する教育の
機会の確保等に関する法律（抜粋）（平成２８年法律第１０５号） 

７ 

（学習支援を行う教育施設の整備等） 
第十一条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援  
  を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における    
   教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
（学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握） 
第十二条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において 
   行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生  
   徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。 
 
（学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援） 
第十三条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において 
   行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養 
   の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われる 
   こととなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提  
   供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。 



学校以外の場における教育の機会① 

向日市 長岡京市 宇治市 城陽市 久御山町 八幡市 京田辺市 木津川市 亀岡市 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 与謝野町 計

小学校 5 4 3 1 0 6 6 4 3 1 7 6 0 0 0 46
中学校 5 12 14 7 3 18 9 22 8 7 17 12 3 7 5 149
計 10 16 17 8 3 24 15 26 11 8 24 18 3 7 5 195
小学校 0 1 1 0 0 2 4 2 0 1 0 4 0 0 0 15
中学校 2 2 5 2 0 12 6 16 0 2 0 11 3 1 0 62
計 2 3 6 2 0 14 10 18 0 3 0 15 3 1 0 77
小学校 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
中学校 2 0 5 0 0 6 0 4 0 2 0 2 2 0 0 23
計 2 0 8 0 0 6 0 4 0 2 0 2 2 0 0 26

通所児童
生徒

うち、学校
復帰した
児童生徒

訪問指導
した児童
生徒

平成29年度 市町教育支援センターへの通所状況 

８ 

▶平成29年度不登校児童生徒のうち、195人 [小学校：46人、中学校：149人]が教育支 
  援センターに通所をしている。 
 
▶通所している児童生徒のうち、77人（39.5％）[小学校15人（32.6％）、中学校62人 
  （41.6％）]が学校復帰をしている。 

（京都府教育委員会調べ） 



学校以外の場における教育の機会② 

向日市 長岡京市 宇治市 城陽市 久御山町 八幡市 京田辺市 木津川市 亀岡市 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 与謝野町 計

常勤 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
非常勤 3 2 4 4 1 14 6 9 3 4 4 5 3 5 4 71
計 3 2 6 4 3 16 6 9 3 4 4 5 3 5 4 77

▶平成29年度教育支援センターの職員の９割以上（９２．２％）が非常勤職員であり、そ 
  の多くは元教員である。 
 
▶教育の経験は豊富であるが、多様な児童生徒への対応について、心理的なアプ 
  ローチ等の専門性の向上を図るなど、研修の機会が少ない。 

平成29年度教育支援センターの職員状況 

９ 
（京都府教育委員会調べ） 



学校以外の場における教育の機会③ 

施設名 人数 施設名 人数

亀岡市 学びの森 7 光の子どもクリスチャンスクール 1

木津川市 夢街道 国際交流子ども館 1
（株）オルタナティブ教育研究所

Junse国際学院　大阪校 1

舞鶴市 聖母の小さな学校 2 NPO法人　フリースクールここ 1
京丹後市 be　Free 1 箕面こどもの森学園 1

ほっとハウス 1 ＮＰＯ法人　Ｄ.Ｌｉｖｅ（どらいぶ） 1
京都つくば開成高等学校不

登校
相談支援センター

1

トライ式高等学院　中等部
～中学校復帰支援フリースクール～ 1

NPO法人
京田辺シュタイナー学校 1

KIUアカデミー 3
志塾フリースクールきょうと 1

きりんクラブ 1

所在地

兵庫県

大阪府

滋賀県

所在地

京都府
京都市

京田辺市

城陽市

▶民間のフリースクール等へは２５ 
  人（小学校：４人、中学校21人） 
  が通所。 
▶府内だけでなく他府県にも広範 
   囲に通所。 

   平成29年度 民間施設への通所状況 

10 
（京都府教育委員会調べ） 



平成30年３月中学校卒業生の進路状況 

▶高等学校に進学した不登校生徒の多くは、通信制や定時制の高校に進学しており、 
  通信制進学者の約６０％、定時制進学者の約３６％を占めている。 
▶高等学校の課程別に見ると、全不登校生徒の約３６％は全日制に、約１５％は定時 
  制に、約３５％は通信制に進学している。 

進学者 うち不登校 不登校の割合

国立 22 0 0.0%

公立 6633 54 0.8%

私立 2871 82 2.9%

公立 156 58 37.2%

私立 5 0 0.0%

公立 11 8 72.7%

私立 212 125 59.0%

75 0 0.0%

92 10 10.9%

10077 337 3.3%

6 2 33.3%

7 1 14.3%

17 15 88.2%

47 21 44.7%

10154 376 3.7%総計

全日制

定時制

通信制

専修学校（高等課程）

小計

高等学校
等進学者

専修学校（一般課程）

就職者

上記以外のもの

高等専門学校

特別支援学校高等部

（京都府教育委員会調べ） 11 



中学校 

（京都府教育委員会調べ） 

京都府内高等学校中途退学者数の推移 

▶京都府内高等学校（国公私立）の中途退学者数は、平成29年度は750名で、平成 
  28年度よりもやや増加しているが、最近の10年間は減少傾向にある。 
▶学年別に見ると１年生での退学者が最も多く、全体の46.5％である。 

12 

京都府内公立(京都市を含む) 

1444 

1317 

1064 
1143 

1084 

1156 
1128 

1049 

872 

734 

750 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

中
途
退
学
者
数 

年度 

１年生, 
46.5% 

２年生, 
20.0% 

３年生, 
5.4% 

４年生以

上, 0.6% 単位制, 
27.5% 

平成29年度退学者(学年別） 



社会的ひきこもりの推計値 

▶内閣府の実態調査の結果、全国で54万1千人がひきこもり（推計） ※平成28年度実施 

▶人口比から推計した京都府のひきこもりは、約1万1千人 

13 

京都府における社会的ひきこもりの定義 
（青少年すこやか育成プラン(H21)） 

 
 (1) 自宅を中心とした生活 
 (2) 就学・就労といった社会参加活動ができ    
   ない・していないもの 
 (3) 以上の状態が６カ月以上続いている 
 
 ただし、 
 (4) 統合失調症などの精神病圏の疾患、ま 
   たは中程度以上の精神遅滞(IQ55-50)をも 
   つ者は除く 
 (5) 就学・就労はしていなくても、家族以外の 
   他者（友人など）と親密な人間関係が維持 
   されている者は除く 

京都府における社会的ひきこもりの推計値  内閣府「若者の生活に関する調査（ひきこもりに 
 関する実態調査）」の調査結果 
 
  調査対象：15～39歳の者 5,000人と同居家族 
  調査地点：全国200地点  
  回 収 数：3,217人(本人3,115人） 

※全国推計数は総務省人口統計(2015)によれば 
  15～39歳人口が3,445万人であることから有効 
  回収率1.57%で推計 

回答結果
(人)

有効回答に占

める割合(%)

全国推計数
(万人)

準ひきこもり
ふだんは家にいるが趣味の用事の時
だけ外出する

33 1.06 36.5

ふだんは家にいるが近所のコンビニな
どには出かける

11 0.35 12.1

自室からは出るが、家からは出ない、
又は自室からほとんど出ない

5 0.16 5.5

広義のひきこもり 合計 49 1.57 54.1

狭義のひきこもり

全国推計値 
(Ａ) 

約541,000人 
（3,445万人(15～39歳人口)×1.57%） 

出 典 
【分析対象】 

若者の意識に関する調査 
（ひきこもりに関する実態調査） 

             （内閣府 平成28年度)    
【全国の15～39歳   3,115人】 

ひきこもり 
の定義 

６ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている 

・趣味の用事のときだけ外出する(※) 
・近所のコンビニなどには出かける 
・自室からは出るが、家からは出ない 
・自室からほとんど出ない 

  備 考 準ひきこもり(※)  1.06%を含む 

府内推計値 
(Ｂ) 

約11,000人 
（全国推計値(Ａ)×２％（人口比【府/全国】）） 
※人口比【府/全国】については前年度値で算出 



平成29年度ひきこもり実態調査① 

▶京都府民生児童委員協議会及び府内の民間支援団体へ調査依頼するとともに、イ 
  ンターネットを活用した調査により、１，１３４人のひきこもりを把握。 
▶そのうち４４％は行政機関や医療機関、ＮＰＯ等の支援を受けていないとみられる。 

行政機関、医

療、ＮＰＯ等

の支援 
55.6% 

不明 
44.4% 

平成29年度京都府脱ひきこもり支援センター調
べ 
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年齢 人数 割合 

７～１２歳(小学生） 31 2.7% 

１３～１５歳(中学生) 50 4.4% 

１６～１８歳(高校生) 53 4.7% 

１９～２０歳 48 4.2% 

２１～２９歳 245 21.6% 

３０～３９歳 321 28.3% 

４０～４９歳 176 15.5% 

５０～５９歳 99 8.7% 

６０歳以上 102 9.0% 

不明 9 0.8% 

計 1,134    



平成29年度ひきこもり実態調査② 

▶ひきこもりのきっかけは「不登校」「職場への適応」「人間関係」が多い。 
▶特に２０代では「不登校」が３４％で最多である。 

不登校（小・

中・高校） 
24.0% 

受験の失敗(高

校・大学) 
1.5% 

大学になじめな

かった 
4.6% 

就職活動がうま

くいかなかった 
7.2% 

職場になじめな

かった 
10.1% 

人間関係がうま

くいかなかった 
10.0% 

過去の病気 

7.2% 

その他 

7.1% 

不明 
28.4% 

きっかけ 割合 

不登校（小・中・高校） 33.5% 

受験の失敗(高校・大学) 1.9% 

大学になじめなかった 11.7% 

就職活動がうまくいかなかった 11.3% 

職場になじめなかった 5.8% 

人間関係がうまくいかなかった 9.3% 

過去の病気 5.4% 

その他、不明 21.0% 

年代別ひきこもりになったきっかけ 
２０代（複数回答可） 

ひきこもりになったきっかけ 
（複数回答可） 
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平成29年度ひきこもり実態調査③ 

家から全く出

ない 
22% 

普段は家にい

るが、買い物

に出かける程

度の外出は

する 
37% 

普段は家にい

るが、自分の

趣味に関する

用事の時には

外出する 
31% 

不明 
10% 

▶ひきこもりの期間は１０年以上が２８％、次いで１～３年が１６％と多い。 
▶ひきこもりの状況としては「買い物」や「自分の趣味に関する用事」には外出する割合 
  がそれぞれ３割強で、「家から全く出ない」のは２割程度である。 

年齢 人数 割合 

１年未満 81 7.1% 

１年以上３年未満 184 16.2% 

３年以上５年未満 120 10.6% 

５年以上７年未満 108 9.5% 

７年以上１０年未満 101 8.9% 

１０年以上 322 28.4% 

不明 218 19.2% 

計 1,134    
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ひきこもり支援体制 ～早期支援特別班①～ 

■ 早期支援特別班　㉙活動実績
○ 学校訪問数、ひきこもり把握人数

国立 公立 私立 小計 国立 公立 私立 小計 小計

うち

京都市立

うち

京都市立

対象校 2 137 76 25 164 1 47 10 35 83 0 0 0 0 0 247

訪問校 2 61 0 24 87 1 47 10 34 82 6 7 6 0 19 188

ひきこもり把握人数 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

うち、支援者数 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5

対象校 -       37 -       1 38 -       18 -       5 23 0 0 0 0 0 61

訪問校 -       35 -       1 36 -       18 -       5 23 1 2 0 0 3 62

ひきこもり把握数 -       60 -       0 60 -       28 -       0 28 0 0 0 4 4 92

うち、支援者数 -       2 -       0 2 -       1 -       0 1 0 0 0 4 4 7

対象校 2 174 76 26 202 1 65 10 40 106 0 0 0 0 0 308

訪問校 2 96 0 25 123 1 65 10 39 105 7 9 6 0 22 250

ひきこもり把握数 0 92 0 0 92 0 28 0 0 28 0 0 0 4 4 124

うち、支援者数 0 6 0 0 6 0 2 0 0 2 0 0 0 4 4 12

※小学校、教育委員会からの要請（小学生３人、中学卒業生１人）

※京都市立中学校（76校）、休校（4校）を除き、府内全中・高を訪問

○ 支援要請機関別・学識別支援人数 （人）

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

2 3 5 0 5 0

3 3 2 1 1 1 7 4 7 4

3 3 4 0 4 0 1 1 12 4 0 0 0 0 12 4

1 2 3 0 2 5 0

1 1 0 6 4 7 4

0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 8 4 12 4

0 0 3 0 5 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10 0

3 3 3 0 1 0 1 1 8 4 0 0 6 4 14 8

3 3 6 0 6 0 1 1 16 4 0 0 8 4 24 8

合計

南部（南丹以南）

北部（中丹以北）

計

小計（高校生以下） 大学生・専門学校 その他（19歳～）

南部（南丹以南）

北部（中丹以北）

計

学校

学校
以外

南部（南丹以南）

北部（中丹以北）

計

合計小学生 中学生 高校生 その他（～18歳）

その他
（小学校
等）※

南部
（南丹
以南）

北部
（中丹
以北）

合計

（H30年3月末現在）

中学校 高校

合計高校
（定時制）

高校
（通信制）

特別支
援学校

その他

▶29年４月に元教員５名をコーディネーターとして早期支援特別班を脱ひきこもり支援  
 センター 内に設置 
▶府内全中学・高校を訪問し、支援情報を提供するとともに、ひきこもりの状況を把握 
 （小学校：３件、中学校：９２件、高校：２８件、卒業生：１件を把握） 
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ひきこもり支援体制 ～早期支援特別班②～ 

▶学校や保護者等からの支援要請に基づく相談対応、他機関支援への繋ぎ等を行う。 
▶卒業等による支援中断が生じないよう、学校等と連携しながら在学中から当事者等 
  との関係性構築を図る。（㉙年度実績：２４件、うち小・中は９件） 

■ 早期支援特別班　㉙活動実績
○ 学校訪問数、ひきこもり把握人数

国立 公立 私立 小計 国立 公立 私立 小計 小計

うち

京都市立

うち

京都市立

対象校 2 137 76 25 164 1 47 10 35 83 0 0 0 0 0 247

訪問校 2 61 0 24 87 1 47 10 34 82 6 7 6 0 19 188

ひきこもり把握人数 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

うち、支援者数 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5

対象校 -       37 -       1 38 -       18 -       5 23 0 0 0 0 0 61

訪問校 -       35 -       1 36 -       18 -       5 23 1 2 0 0 3 62

ひきこもり把握数 -       60 -       0 60 -       28 -       0 28 0 0 0 4 4 92

うち、支援者数 -       2 -       0 2 -       1 -       0 1 0 0 0 4 4 7

対象校 2 174 76 26 202 1 65 10 40 106 0 0 0 0 0 308

訪問校 2 96 0 25 123 1 65 10 39 105 7 9 6 0 22 250

ひきこもり把握数 0 92 0 0 92 0 28 0 0 28 0 0 0 4 4 124

うち、支援者数 0 6 0 0 6 0 2 0 0 2 0 0 0 4 4 12

※小学校、教育委員会からの要請（小学生３人、中学卒業生１人）

※京都市立中学校（76校）、休校（4校）を除き、府内全中・高を訪問

○ 支援要請機関別・学識別支援人数 （人）

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

支援者数
うち
支援終了

2 3 5 0 5 0

3 3 2 1 1 1 7 4 7 4

3 3 4 0 4 0 1 1 12 4 0 0 0 0 12 4

1 2 3 0 2 5 0

1 1 0 6 4 7 4

0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 8 4 12 4

0 0 3 0 5 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10 0

3 3 3 0 1 0 1 1 8 4 0 0 6 4 14 8

3 3 6 0 6 0 1 1 16 4 0 0 8 4 24 8

合計

南部（南丹以南）

北部（中丹以北）

計

小計（高校生以下） 大学生・専門学校 その他（19歳～）

南部（南丹以南）

北部（中丹以北）

計

学校

学校
以外

南部（南丹以南）

北部（中丹以北）

計

合計小学生 中学生 高校生 その他（～18歳）

その他
（小学校
等）※

南部
（南丹
以南）

北部
（中丹
以北）

合計

（H30年3月末現在）

中学校 高校

合計高校
（定時制）

高校
（通信制）

特別支
援学校

その他
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ひきこもり支援実績① 新規相談件数の推移 

▶新規の相談件数は、平成26年度以降ほぼ横ばいで推移 
▶一方で、10代の新規相談は増加傾向（㉕75件➝㉙97件） 
▶１０代のうち、15歳以下の割合が高くなってきている 
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25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

16～19歳 41 48 35 36 32

～15歳 34 27 51 49 65
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10代新規相談者実数の推移 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

新規相談実数 291 254 254 247 246

10代新規相談実数 75 75 86 85 97

0

50

100

150

200

250

300

350

新規相談実数の推移 

新規相談実数 

10代新規相談実数 



ひきこもり支援実績② 平成29年度支援実績 

▶チーム絆の29年度支援実績は、実人数で540人 
▶10代は、142人で全体の26.3％ 
▶10代のうち、復学等の改善が図られた者は42人で全体の33.3％ 
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0

20
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180

200

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代以上 

1月未満 

支援継続 

状況改善 

変容状況 人数 

アルバイト ２６  

福祉就労 ２２  

就  労 １７  

就職活動 １４  

復学等 ４７  

合  計 １２６  

就労・就活等 
計79人 

平成29年度年代別支援実績 （実人数） 

年 代 実人数 状況改善 支援継続 1月未満 

１０代 １４２  ４２  ４１  ５９  

２０代 １８１  ４３  ２５  １１３  

３０代 １４８  ３２  ２２  ９４  

４０代 ５６  ８  ９  ３９  

５０代以上 １３  １  ４  ８  

合 計 ５４０  １２６  １０１  ３１３  

■上記のうち、状況改善した者の内訳 



支援を受け
る意思なし 

支援を受ける意
思あり 

早期支援 
＜早期アプローチ推進事業＞ 

→「把握」と「繋ぎ」の実施 

 

京都式ひきこもり自立支援総合事業概要 

 ㉙実態調査 

把握人数 
少なくとも1,134人 

うち、 

未支援者504人 

 【商労】 若者就職・定着応援事業 

  

    【府民・健福】 
(農福連携事業所等での就労体験) 

拡 

ジ
ョ
ブ
パ
ー
ク 

当事者のレベルに合わせた支援 

 【教育】認定フリースクール 

小規模単位の学習環境に慣れなが
ら、一定水準の教育を提供  

復
学 

就
労 

 
将来設計支援 
 

外出可 

治療 
精神疾患が
疑われる人 

学齢期 
 41人 

 

学
齢
期
以
降 

 

 チーム絆早期支援特別

班による寄り添い支援 コミュニケー
ション回復 

精神保健福祉 

社会適応訓練（居場所） 

 チーム絆地域チーム 

  ・家族相談支援 
  ・当事者訪問支援 
  ・外出同行支援 

外出できるよう
になった人 

【ひきこもりサポーター活動支
援】 
民生児童委員等がサポーターとして
家庭訪問等を行い、早期に支援機
関に繋げる。 
・サポーターの活動経費の支援 
・サポーターに対する研修の実施 
・連絡会議の設置 

新 

生活保護受給 
生活困窮 

社会適応訓練（居場所） 

要コミュニケー
ション訓練 

外出 
不可 

 【健福】 京都式生活・就労一体型支援 

      事業の一部 

  

生活困窮自立支援 

チーム絆随伴支援 

463人 

276人 

136人 

支援を受ける意
思があり 

61人(再掲) 

（不明141人(再掲)） 

全戸訪問による
ファーストコンタクト 

(不明51人) 

新 

医療機関 
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